
 

競争入札公告 
 
 一般競争入札を実施するので、一般財団法人 認知症高齢者医療介護教育センター（以下「セン

ター」という。）財務規程第３７条の規定により、次のとおり公告する。 
 
 令和６年２月１９日 
                    一般財団法人 認知症高齢者医療介護教育センター 
                       理事長  刀 禰  幸 広 
 
１ 一般競争入札に付する事項 
（１）調達をする役務（以下「調達役務」という。）の名称および数量 
   福井県立すこやかシルバー病院に係る総合管理業務委託 一式 
（２）委託内容 
  別紙「入札説明書」による。 

（３）契約期間 
  令和６年４月１日（月）から令和７年３月３１日（月）まで 

（４）履行場所 
   福井県立すこやかシルバー病院（福井県福井市島寺町９３－６） 
 
２ 入札に参加する者に必要な資格 

  この入札に参加することができる者は、福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）

第１４６条に基づき知事が定める一般競争入札参加の資格（物品の製造または購入契約にかか

る競争入札参加者の資格等（昭和４２年福井県告示第２７号）により福井県競争入札参加者名

簿に登載されたものに限る。）を有する者で、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと 

（２）入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生 

法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、または破産法（平成 

１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと 

（４）県内に本店、支店、営業所または事業所を有している者であること 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店も 

しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団 

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定 

する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力 

団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え 

る目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど 
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直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１５条の３第２項に基づく医療法施行規則（昭和 
２３年厚生省令第５０号）第９条の１５に規定する基準に適合している者であること。 

（７）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２ 
第１項第１号、第５号、第７号または第８号に掲げる事業について福井県知事の登録を受け

ている者であること 
（８）受託業務の責任者との連絡体制が完備している者であり、かつ、受託業務の責任者に連絡 

をしてから１時間以内に清掃や苦情対応等に着手できる者であること。 
（９）一般財団法人医療関連サービス振興会の清掃業務に関する医療関連サービスマーク制度に 

よる認定を受けている者であること 
（１０）平成３０年４月１日以降の５年間において、元請（共同企業体の場合は、当該共同企業体 

の代表者に限る。）として福井県、国、地方公共団体または県の公社の施設管理者（指定管理 
者を含む。）が発注した、延床面積 6,000 ㎡以上の建物の清掃業務を受託し、契約期間満了ま 
で適切にその業務を履行した実績を有すること 

（１１）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定による福井県公安委員会の認定を受 
けている者または同法第９条の届出書を福井県公安委員会に提出している者であること 

 
３ 入札説明書の交付等に関する事項 
（１）入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所および入札に関する問合せ先 

一般財団法人 認知症高齢者医療介護教育センター 事務部 （担当）山口 
〒910－3623 福井県福井市島寺町９３－６ 
電話：０７７６－９８－２７００、ＦＡＸ：０７７６－９８－２７９３  

（２）入札説明書の交付期間 
  令和６年２月１９日（月）から令和６年３月１日（金）まで（土日を除く）の午前９時か 
ら午後４時まで 

（３）入札説明書の交付は、（１）に記載した場所で行うほか、福井県立すこやかシルバー病院の 
ホームページで公開する。 

 
４ 資格の確認に関する事項 
  この入札に参加しようとする者は、別紙「入札説明書」に係る様式１「入札参加資格確認申請 

書（以下「申請書」という。）」を次のとおり提出し、この入札に関するセンターの審査により、

資格の確認を受けなければならない。 
（１）提出期間 
   令和６年２月１９日（月）から令和６年３月１日（金）まで（土日を除く）の午前９時か 

ら午後４時まで（必着） 
（２）提出方法 
   ３（１）で記載したセンターあてに、申請書を持参または郵送する。 
（３）資格確認の審査結果 
   入札参加資格確認の審査結果は、申請書を提出した者に対して、書面により通知する。 
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５ 入札説明書に係る質問に関する事項 
（１）提出期間 

令和６年２月１９日（月）から令和６年３月１日（金）まで（土日を除く）の午前９時か 
ら午後４時まで（必着） 

（２）提出方法 
   ３（１）で記載したセンターあてに、別紙「入札説明書」に係る様式３「入札説明書等に関 

する質問書」（以下「質問書」という。）を持参または郵送する。ただし、次に掲げる全ての要 
件を満たす場合は、ＦＡＸによる提出も認める。 

  ア 質問内容が入札説明書に関する事項であること 
  イ 質問者が確認できること 
  ウ （１）で記載した提出期限までに、質問書の原本を提出できること 
（３）回答の方法 
   質問に対する回答は、速やかに質問者に対して書面で行う。 
 

６ 入札書の提出方法・日時および開札の日時・場所 

（１）提出方法 

次のアからウのとおりに作成し、３（１）で記載したセンターあてに持参する。 

  ア 外封筒および内封筒の二重封筒とする。 

  イ 内封筒には、入札に付する事項、開札日時、入札参加者、担当者および連絡先（電話番 

号、ファクス番号）を記載した上で、「入札書在中」と朱書し、その中に別紙「入札説明 
書」に係る様式４「入札書」を封入する。 

  ウ 外封筒には、入札書の提出先、入札に付する事項、開札日時、入札参加者、担当者およ 

び連絡先（電話番号、ファクス番号）を記載した上で、「入札書在中」と朱書し、その中

   にイの内封筒を封入する。 

（２）提出日時 

令和６年３月１３日（水）午前９時４０分 

（３）開札日時 

 令和６年３月１３日（水）午前９時５０分 

（４）開札の場所 

福井県立すこやかシルバー病院 ２階 講堂（福井県福井市島寺町９３－６） 

 
７ 入札方法 

（１）入札参加者は、入札公告、入札説明書等を熟読し、入札に参加しなければならない。入札 

後は、これらに係る不明な点を理由として、異議を申し立てることはできない。 

（２）落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相 

当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その端数金額 

を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税および地方消費 

税に係る課税事業者であるか、または免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金 

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する。 
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８ 落札者の決定に関する事項 
（１）この入札に係る調達物品の予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を 

行った者を落札者とする。 
（２）（１）の場合において、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに 

当該入札をした者に対して、くじを引かせて落札者を決定する。 
（３）開札の結果、落札者がいない場合は、再度の入札を行う。 
 
９ 入札の無効 

センター財務規程第４３条において準用する福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１ 
号）第１５１条に定めるほか、この入札に参加する者に必要な資格のない者、申請書等を提出 
期限までに提出しなかった者、当該資格の有無に係る審査の申請において虚偽の申請を行った 
者のした入札は無効とする。 

 
１０ その他 
（１）この入札に係る一連の手続きおよび契約に関する手続きにおいて、使用する言語および通 
 貨は、日本語および日本国通貨とする。 

（２）入札保証金および契約保証金 
   福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。 
（３）契約書の作成 
   契約書の作成を要す。 
（４） 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

ア 受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２項の規 
定により、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者による不当介 
入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うとともに、捜査上必要な協力を行 
う。 

イ アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告する。 
なお、届出を怠ったときは、指名停止等の措置を講じることがある。 

（５）この公告に掲げるもののほか、この入札に関し必要な事項は入札説明書等による。 
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